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2022 年 8 月 26 日 

中央公害審議会環境保健部会 石綿健康被害救済小委員会 御中 

陳述書 

高瀬久美子 

１）夫の高瀬勝利の石綿肺発症から石綿健康被害救済法救済給付支給まで

夫の勝利は 1965 年 7 月 1 日生まれで、高卒直後の 1984 年 4 月から 2008 年 3 月までの

24 年間、スレート工、屋根工として多くの建築現場で働きました。 

2007 年 11 月頃、咳、息切れ症状を自覚するようになりました。 

徐々に症状が悪化していき普通には働けなくなり、2008 年 3 月に働いていた工務店を退

職に追い込まれました。 

少しでも家計の足しにするためにと咳に苦しみながらトラック運転手のアルバイトで月

5,6 万円を得ましたが 2009 年夏ごろにはそれもできなくなりました。 

自営業のため労災がもらえない悔しさ、はげしい病苦のなか 2011 年 5 月 22 日、45 歳で

息を引き取りました。 

あとには夫と同い年 45 歳の私、16 歳高校２年生の⾧女、14 歳中学 2 年生の次女が残さ

れました。 

石綿健康被害救済法の申請は夫の生前の 2010 年 12 月にしました。 

死後 1 年以上経って不認定となりましたが審査請求で不認定を取り消す裁決を受け取り

ました。その裁決からさらに半年後の 2014 年 5 月、280 万円が支給されました。1)2)3) 

私たちが受け取ったのはこれだけでした。 

２）被害者の経済的苦境を救えるものにしてもらいたい

夫はずっと国民健康保険、国民年金に加入していました。 

病気になったとき勤めていた工務店も知り合いの個人事業主で、国保・国民年金でした。 

そのため、サラリーマン向けの健康保険、厚生年金の加入者であれば、病気休業のときに

もらえる傷病手当金にあたるものが夫にはありませんでした。 

そのため、工務店病気退職とともに夫の収入 40 万円を一気に失いました。 

我が家の収入は月３，４万円の私のパート収入だけになりました。 
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元気だったときに購入した自宅のローンの月々の返済ができなくなり、弁護士に相談し

自己破産するしか方法がないとなりました。 

生命保険、がん保険はすべて解約、自宅を手放し、市営住宅に引っ越しました。 

そして、生活保護を受けることにしました。一家 4 人で月 24、5 万円、市営住宅の家賃

をひかれた約 20 万円が振り込まれます。 

入院した市立病院で診断書をつくってもらい身体障害認定を申請し、身体障害 3 級と認

定されました。国民年金加入者は 3 級では障害年金はもらえませんでした。 

もし、このとき石綿健康被害救済法の認定を受けていれば、療養手当 10 万 3870 円がも

らえていたはずです。 

サラリーマンならもらえる傷病手当金もない状況のもとで、この額の療養手当をもらえ

たとしても、自己破産が免れたかどうか、生活保護を受けないで乗り切れたかどうか。 

それは、正直わかりません。 

ですが、私たちのように労災補償がもらえない立場の者、まして、50 歳も超えていない

年代の者にとっては、１０万３８7０円はあまりにも少ないです。 

私たちのような境遇の被害者は決して少なくはありませんから、療養手当の改善はぜひ

必要だと思います。 

また、生活保護を受けていた私たちのような場合は、療養手当のうち 33300 円だけが収

入認定をうけないことにされているということですので、療養手当をもらったとしても、実

質６８％の大幅減額支給になります。これでは救済の目的に反するので全額を収入認定し

ないように改善してもらいたいと思います。 

 

3）夫の死亡後の救済制度をつくってほしい 

 

死亡後にようやく 280 万円の支給がありました。 

しかし、これは、夫が生前に受ける権利があったものを私たちが受け取ったにすぎません。

救済給付を受けた遺族はすべてそうなのです。 

私たちの場合、国民年金の加入者であった夫の死後の私たちへの公的保障は、遺族年金 4)

のひとつの遺族基礎年金 4)でした。 

遺族基礎年金の対象者は、子のある配偶者と子です。 

私たちの場合は、夫が亡くなったときに、高校 2 年生だった⾧女、中学 2 年生だった次

女、そして、その子たちの母である私、ということになります。 

年金開始当初額は、年額およそ 120 万円、その後、⾧女の高校卒業の年の 4 月に減額、

続いて次女の高校卒業の 2016 年 3 月をもって遺族基礎年金は終わりました。ただし生活保

護を受けている間は遺族基礎年金のすべてが収入認定され生活保護費と相殺されました。 

遺族基礎年金の終了時、私は 50 歳でした。 

私には、60 歳から６5 歳になるまで寡婦年金 4)が支給されることになっています。 
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ですから、50 歳から 59 歳の間、私には公的保障はありません。 

ところが、もし、夫がサラリーマンで厚生年金に入っていたならば、経済的な保障がまっ

たく違うのです。 

夫がサラリーマンだとしたときの妻の私には遺族基礎年金にあわせて遺族厚生年金 4)が

支給されることになります。子供の年齢がすすむと遺族基礎年金は終了しますが、私が 65

歳になるまでの間、中高齢寡婦加算 4)が約 58 万円もらえることになります。 

現実の私には、遺族厚生年金はありません。中高齢寡婦加算はありません。60 歳になる

まではなにもないのです。 

このように、遺族のなかにもこんなに格差があることを知ってください。 

私のような境遇のものを救済するため、石綿健康被害救済法のなかに遺族給付制度をぜ

ひつくってください。 

私はいま、給料は安いですが発達障害の方を支援する NPO で働いています。⾧女は高校

卒業と同時に家を出て独立しましたが、次女は２０歳の時に発達障害であると診断され障

害 2 級と認定されて障害基礎年金をもらいながら、いまは就労移行支援事業所に通ってい

ます。 

アスベスト被害の苦境を生きる私たちを助けるために制度をより良いものにしてくださ

い。 

よろしくお願いいたします。 

 

（添付して提出する資料） 

1）高瀬勝利氏の石綿肺にかかる公害健康被害補償不服審査会裁決書 2013 年 10 月 25 日付

および認定通知 2014 年 2 月 4 日付 

2）高瀬久美子宛救済給付支給決定通知書 2014 年 5 月 7 日付 

3）高瀬勝利の父高瀬繁明氏の石綿肺にかかる公害健康被害補償不服審査会裁決書 2013 年

3 月 29 日付および認定通知 2013 年 5 月 14 日付【１）の関連資料】 

4）遺族年金、遺族基礎年金、遺族厚生年金、中高齢寡婦加算、寡婦年金｜日本年金機構 HP 

※個人情報を含むため委員のみ配布

※個人情報を含むため委員のみ配布






































